
　　原村消防団では団員の募集を行っています。

　近年、火災だけでなく、地震・水害等の自然災害の被害を最小にとどめるため、市町村消
防団の存在が重要になっています。しかし、全国的に消防団員数は年々減少しており、原村
消防団においても団員の確保が難しくなっています。
　村内に居住する18歳以上の方なら、男女問わず入団できます。

私たちの住む原村を守るために、ぜひご協力をお願い致します。

　　消防団の活動について

　災害時には、消火／水防活動・救助／救出活動・警戒巡視・避難誘導などを行い、平常時
には、消火／水防訓練・応急手当等の訓練・防火啓発活動・特別警戒などをおこなっていま
す。

　　団員を支える制度等

・報酬／手当　　年単位で支給。災害活動には手当支給。
・公務災害補償　消防団活動中に負傷等した場合、医療費・休業補償等を支給。
・退職報償金　　５年以上団員活動した者が退職の場合支給。
・被服の貸与　　消防活動用被服を貸与。
・表彰制度　　　消防活動の功労、功績に対して表彰。
・消防団員協力事業所表示制度

消防団員である従業員をバックアップする事業所を表示公表。

　入団希望の方や詳細が知りたい方は、
各地区の分団長、または原村消防室までお問い合わせ下さい。

原村消防団
　　団員募集中

！
原村消防室　☎

79-2442（直通
）
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